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カ
イ

頃
を
見
計
ら
ひ
、
草
挽
見
分
は
草
修
理
見
分
と
も
い

う
て
、
夏
の
土
用
に
於
い
て
す
る
。
植
付
見
分
・
草

蹄
見
分
の
際
に
は
、
厨
々
に
村
役
人
を
集
め
て
拘
践

の
趣
旨
宥
布
逮
す
る
が
、
そ
れ
を
二
度
の
申
渡
と
い

う
た
。カ

イ
ザ
タ
ホ
ウ
改
作
法
ハ
一
〉
滞
初
の
牧
釈
法

l
務
初
に
於
け
る
寅
釈
の
収
納
法
は
、
検
見
に
よ
っ

た
も
の
で
、
そ
の
年
の
削
減
凶
に
従
ひ
釈
額
を
上
下
し

た
か
ら
、
符
に
手
前
の
閑
鱗
で
あ
っ
た
の
み
な
ら

ず
、
百
姓
は
専
ら
そ
の
低
下
を
欲
し
、
務
定
け
偏
に

加
震
を
企
て
、
そ
の
聞
互
に
惜
怒
嫉
親
の
弊
を
生
ず

る
か
、
否
ら
ざ
れ
ば
賄
鵬
贈
牧
の
害
を
招
〈
こ
と
が

あ
っ
た
。
礼
つ
加
賀
滞
の
領
内
は
、
往
時
一
向
門
徒

の
股
思
し
た
陵
史
を
有
す
る
か
ら
、
百
姓
と
い
へ
ど

も
必
ず
し
も
武
士
に
畏
服
せ
ず
、
動
も
す
れ
ば
貰
澗

の
納
入
を
怠
っ
て
未
巡
に
終
ら
し
め
、
そ
の
牧
穫
を

私
せ
ん
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
之
に
封
し
て
士
人
は

之
そ
皆
掛
せ
し
め
る
録
督
促
町
寅
京
ら
ざ
る
な
〈
、

迭
に
家
財
を
斑
っ
て
慣
は
し
め
、
向
足
ら
ざ
る
時
は

来
滋
米
と
し
て
貸
組
と
す
る
が
放
に
、
農
民
の
窮
厄

も
亦
甚
だ
し
か
っ
た
。

公
一
〉
殴
作
法
の
問
的
!
前
間
利
常
は
前
記
の
弊
を
除

〈
震
に
改
作
法
を
貧
施
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
法
の

R
的
は
、
先
づ
地
味
の
胞
癖
を
検
し
、
産
米
の
多
寡

に
随
う
て
租
率
を
定
め
、
毎
年
納
釈
の
額
を
不
鰐
な

ら
し
め
る
定
犯
法
を
採
用
せ
し
め
よ
ろ
と
し
た
も
の

で
、
百
姓
を
し
て
之
に
臆
ぜ
し
め
ん
が
昂
に
は
、

春
初
貧
窮
な
る
者
に
作
食
米
を
貸
奥
し
て
、
秋
攻
の

際
之
を
返
還
せ
し
め
、
叉
産
米
の
足
ら
ざ
る
年
に
は

貸
米
に
よ
っ
て
之
を
補
足
し
、
県
穣
に
し
て
徐
裕
あ

る
時
に
荒
っ
て
排
償
せ
し
め
る
こ
と
L
し
、
轄
に
不

作
の
説
明
度
十
分
の
三
以
上
に
建
し
た
時
は
、
貨
査
を
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一
回
二

士
人
は
、
年
の
験
凶
に
拘
ら
ず
一
定
の
牧
一
納
・

2
得
る
一
務
領
で
あ
っ
た
白
山
近
郷
を
易
地
と
し
て
奥
へ
、
叉
一
腕
で
あ
り
、
そ
の
質
入
物
品
に
到
す
る
支
揚
-
P
・
挙
る

が
故
に
、
似
令
自
己
の
米
地
に
屈
す
る
百
姓
た
り
と
一
覧
文
十
一
年
長
池
麟
の
死
去
脅
機
と
し
、
血
島
宇
都
一
者
そ
小
挑
奉
行
と
い
う
た
。
役
鋭
・
出
銀
・
詰
人
の
御

も
、
直
接
に
之
や
・
情
促
す
る
や
-
得
ざ
ら
し
め
、
御
釘
↑
に
集
闘
す
る
三
瓜
三
千
石
を
牧
め
て
改
作
法
を
行
一
挟
一
持
方
・
な
ど
も
こ
の
曾
所
で
取
扱
は
れ
た
。
叉
江
戸

用
揚
奉
行
・
殴
作
奉
行
等
の
定
脅
し
て
除
綱
の
任
に
一
ひ
、
加
越
地
コ
一
ヶ
凶
に
散
在
す
る
同
績
の
地
を
そ
の
一
の
展
般
に
も
曾
一
仰
が
あ
る
。
命
日
所
の
中
.
・
更
は
曾
所
奉

滋
ら
し
め
た
。
是
に
於
い
て
百
姓
は
総
求
拷
掠
の
苦
一
嗣
向
辿
に
典
へ
た
。
但
し
向
辿
の
得
た
新
米
地
は
、
一
行
で
あ
り
、
毎
年
域
内
で
遁
慌
の
行
は
れ
る
際
に
は
、

を
渇
れ
、
士
人
は
牧
納
そ
確
-
況
な
ら
し
め
て
、
共
に
…
阪
に
殴
作
法
令
・
施
行
せ
ら
れ
て
資
牧
に
相
誕
が
あ
っ
一
曾
所
奉
仔
が
年
男
を
勤
め
る
償
割
引
が
あ
っ
た
。

こ
の
法
を
利
艇
と
し
た
。

J

た
か
ら
、
別
に
皇
の
弟
述
隠
に
千
石
の
地
主
へ
一
カ
イ
シ
ョ
ウ
イ
へ
シ
ゲ
甲
斐
産
家
繁
沼
郡
駿

ハ
コ
一
〉
改
作
法
施
行
!
利
治
の
初
め
て
改
作
法
令
一
試
み
一
て
そ
の
不
利
奇
術
う
た
。
一
利
。
白
山
氏
の
院
で
、
弘
治
三
年
湘
弁
景
阪
の
市
山

た
-
の
は
、
鹿
安
四
年
五
月
石
川
・
河
北
一
一
郷
に
於
い
一
ヵ
イ
サ
タ
ホ
ウ
マ
ウ
シ
ワ
タ
シ
改
作
法
申
渡
一
盛
庖
秋
と
、
羽
咋
郡
志
般
に
戦
っ
て
敗
れ
た
0

・夫正

て
せ
る
に
在
っ
た
。
利
常
の
之
に
者
手
し
た
時
、
先
一
加
賀
滞
の
殴
作
泰
行
の
最
も
引
要
な
る
臓
務
は
農
事
一
読
年
長
綱
辿
が
熊
木
械
に
開
た
越
勝
清
際
都
万
や
攻

づ
夜
-P-
遁
は
し
て
地
味
の
塁
?
?
・
定
め
し
め
、
前
年
一
を
拘
奨
・
ず
る
に
在
る
。
是
吉
弘
て
毎
年
芭
月
十
七
日
一
め
た
時
に
は
、
家
一
索
翻
略
そ
以
て
都
万
を
降
し
、
仁

来
の
来
準
年
中
貝
米
銀
と
、
務
か
ら
借
り
受
け
た
般
借
一
務
部
の
御
技
一
持
人
十
村
以
下
・

2
2干
し
、
御
録
用
語
一
岸
友
挫
に
命
じ
て
城
-P-
一
般
め
し
め
た
。

米
銀
の
元
利
は
共
に
之
育
施
除
し
、
村
民
の
説
的
を
一
で
改
作
法
の
窪
酬
を
口
建
し
た
o

こ
の
日
殴
作
奉
行
一
カ
イ
シ
ヨ
ギ
ン
曾
所
銀
彦
助
御
供
・
江
戸
総
・

調
資
し
、
利
子
の
制
却
に
超
え
ざ
る
者
は
掛
怖
か
ら
之
一
は
、
御
門
抑
用
掛
奉
行
及
び
秘
円
と
共
に
臨
席
し
、
殴
一
領
外
御
使
・
領
内
地
廻
り
御
用
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
者

-

シ

a

H

Y

ギ
h

，

を
償
櫛
者
に
排
依
し
、
そ
の
他
は
旨
札
町
議
し
て
誕
梢
一
作
事
行
中
常
番
の
一
人
が
巾
渡
の
任
に
捻
っ
た
。
一
が
、
支
給
せ
ら
れ
る
間
銀
で
不
足
の
場
合
に
、
曾
腕

せ
し
め
、
向
後
村
民
間
に
於
い
て
金
品
を
貸
借
す
る
一
カ
イ
ザ
タ
マ
チ
改
作
町
金
持
の
都
町
名
。
今
-
か
ら
併
用
す
る
銀
子
を
曾
厨
鋭
と
い
う
た
o
そ
の
借

を
禁
じ
、
無
頼
の
滋
民
を
懲
戒
し
、
来
裂
の
問
野
を
一
の
茶
木
町
の
一
部
に
常
る
。
初
め
股
作
係
り
の
足
純
一
周
し
得
る
銀
子
の
額
は
、
知
仔
取
と
下
行
米
取
と
、

開
拓
す
る
こ
と
を
奨
励
し
、
力
闘
の
者
に
賞
賜
す
る
一
の
組
地
で
あ
っ
た
が
、
後
こ
れ
等
の
足
将
が
御
歩
に
一
領
外
と
領
内
と
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
腕
た
が
、
若
し

等
の
施
設
を
お
し
た
。
領
内
大
都
分
に
於
け
る
殴
作
一
昇
っ
た
錫
に
御
歩
町
と
い
ひ
、
明
治
四
年
四
月
戸
籍
一
必
要
の
理
問
が
あ
れ
ば
、
過
倍
も
出
来
ぬ
で
は
な
か

法
は
明
府
ご
年
に
成
就
し
た
の
で
、
六
月
そ
の
奉
行
一
編
成
の
際
茶
木
町
に
合
併
し
た
。
一
っ
た
。
併
用
人
は
総
入
荷
ホ
て
、
一
定
の
年
限
に
涯

を
一
旦
厳
せ
ら
れ
た
。
殴
作
を
施
行
し
た
年
月
は
、
一
カ
イ
サ
ク
ム
ラ
改
作
村

l
ヒ
Y
ソ
Y
オ

Y
タ
一
納
す
る
こ
と
や
・
製
し
た
。
利
足
は
無
利
足
の
時
代
と

陵
安
四
年
か
ら
明
腕
元
年
中
毛
利
北
部
・
石
川
畑
・
磁
一
テ
伐
材
御
仕
-I。
一

之

脅

徴

し

た

時

代

と

が

あ

っ

た

。

渡
部
・
射
水
郡
、
臨
安
四
年
か
ら
明
腕
三
年
ま
で
新
一
カ
イ
シ
ャ
モ
チ
曾
位
持
曾
比
の
貞
治
と
い
ふ
一
カ
イ
シ
ヨ
プ
ギ
ヨ
ウ
曾
所
悲
行
曾
所
は
滞
初

川
端
、
承
勝
元
年
か
ら
明
開
二
年
ま
で
格
的
究
都
・
胤
一
義
。
明
治
一
三
年
十
一
月
の
小
泉
所
仕
法
に
、
『
小
皐
厨
一
ー
か
ら
あ
っ
た
と
い
ふ
か
ら
奉
行
も
飾
っ
て
屑
た
で
あ

荒
川
柿
・
珠
洲
郡
、
承
腿
ご
年
か
ら
明
肘
元
年
ま
で
羽
一
教
師
製
校
よ
り
御
前
促
、
諸
搬
用
は
曾
枇
持
に
て
炭
一
ら
う
。
そ
の
姓
名
の
始
め
て
航
れ
る
の
は
、
陵
安
三

咋

郡

・

鹿

島

郡

で

あ

る

。

一

段

等

制

賦

取

・

京

、

依

は

上

よ

り

御

引

足

之

按

0
』
な
ど
一
年
の
有
拠
採
作
で
、
共
の
後
波
遜
八
布
衛
門
・
野
村

〈
四
〉
殴
作
の
完
結

l
股
作
法
の
施
行
は
明
桝
ご
年
を
一
と
あ
る
0

.

一
治
兵
衛
・
石
黒
位
左
衛
門
・
本
保
俄
右
衛
門
、
高
治
二

以
て
一
段
wm
を
告
げ
た
が
、
常
時
加
賀
の
一
部
に
亙
一
カ
イ
ジ
ユ
ン
戒
順
品
取
得
時
宗
玉
泉
寺
第
十
六
一
年
に
は
前
川
揃
況
作
、
寛
文
六
年
に
移
江
兵
助
、
八

っ
て
跨
た
富
山
務
領
と
、
能
町
{R
に
於
い
て
老
院
長
民
一
代
の
前
。
特
党
院
共
阿
波
蹴
と
携
し
た
。
弘
化
二
年
一
年
に
吉
問
題
角
、
九
年
に
窪
旧
九
郎
兵
衛
が
命
ぜ
ら

が

織

間

信

長

の

時

か

ら

有

し

た

鹿

島

宇

都

と

に

は

、

一

四

月

五

日

示

寂

。

一

れ

、

以

来

辿

約

し

た

。

未
だ
及
ば
な
か
っ
た
。
前
例
綱
紀
乃
ち
高
治
三
年
従
一
カ
イ
シ
ヨ
曾
所
加
賀
滞
の
一
役
所
の
名
梶
。
一
カ
イ
シ
ヨ
ヨ
コ
メ
曾
問
横
目
曾
既
観
桜
円
の

前
富
山
領
で
あ
っ
た
能
美
郡
ニ
高
石
及
び
新
川
端
一
金
棒
城
西
町
口
門
内
聞
方
に
あ
っ
て
、
滞
侯
及
び
内
一
起
原
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
斑
文
元
年
に
は
積
地
ミ

・

の

匙

猷

ふ

伎

は

不

た

。


